
最高裁秘書第2667号

令和3年8月30日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

3月26日付け（同月29日受付，第021124号）で申出のありました司法

行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

2月26日付け「事前課題の提出方法の変更について」 （両面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある情報，公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支障を及

ぼすおそれがある情報及び公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある情報（電話番号）が記載されており， これらの情報は，行政機関情

報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が

記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



、

令和3年2月26日

令和2年度（第74期)

司法修習生採用選考申込者各位

司法研修所事務局

事前課題の提出方法の変更について

別送の事前発送教材に同封されている冊子「司法修習開始までの準備に

ついて」には，各教官室からの事前課題が記載されており，提出を要する

事前課題の提出方法が，別紙第1 （同冊子5， 6頁）に記載されています

が,提出方法に変更が生じたことから，別紙第1－2 「オンライン方式で

導入修習を行う場合の事前課題一覧表（提出を要するもの)」を本書面裏

面のとおりに訂正しますので差し替えてください。

事前課題の提出方法は，差替え前の.書面に記載のメールによる方法では

|[－一 ｣’なく，本書面裏面に記載した，チームズ上の［

用する方法となりますので,‘各自間違えないよ

なお, ｢’ ’1の具体的な利ノなお， 「’ ｜」の具体的な利用

」を利

うにしてください。

方法及び操作方法につい

ては，後日，チームズ上でお知らせします。

おって，裏面に記載した方法で提出ができない場合には，企画第二課企

’
ｒ
ｌ

Ｉ

）に電話で連絡してください。画係（



’〈お知らせ>別途発送されている｢司法修習開始までの準備について」
の6ページに訂正箇所がありますので，その差替えです。

I

一

オンラインで導入修習を行う場合の事前課題一覧表(提出を要するもの）

提出方法提出期限作成方法掲載ページ科目

下記のとおり （ただし，

5枚以内とする｡）
11～18ページ民事裁判

ﾁｰﾑズの■■ﾁｬﾈﾙ
からI |』

を利用して送信

3月30日（火）まで19～27ペ筥一ジ民事弁護

下記のとおり32～34ページ刑事裁判
L ロ

3月22日（月）まで38～･39ページ検 察

事前際題をパソコンで作成する際には，條習関連の構報等に準じて（令和3年2月26日付
け司法研修所長通知「導入鯵習において司法修習生が取り扱う惟習関連の構報のセキュリティ
対策について」を参照） ，楕報の取扱いに留意すること。

◎事前謀題の作成・提出要領

1 各自の使用するワード等のワープロソフトを利用し, A4判用紙1枚あたり962文字
（字数37文字×行数26行）で事前課題を作成する。
なお，チームズで配布する「起案用書式」 （上記文字数に設定済み）の利用を推奨する。
2作成した事前課題については，チームズにサインインを行い, ｜ ｜チヤネ四 ’

’

■■
なお， Ⅱ ｜」には,事前課題の内容
番号，氏名等の確認事項が設問として設定されているゾ
に誤りがないかを確認した上で送信すること。

氏名等の確認事項が設問として設定されているた
|，劃 組，

め，必要事項を入力し，その内容

<火)…ま廼 態
繊

７
◎

に
と

a月ag日民事裁判,民事弁護及び刑事裁判の事前課題については

に提出する

3

(期限までに必着のこと。3g22日_L月）までの事前課題については､

及び郵送は受け付けない。 ）．。

4提出する課題の電子デー匁皇。L,rlX, 豊亘互士必堂提萱｣二重造≦－．
5その他，各教官室のガイダンスの中に特別の指示がある場合や追って指示がなされた場
合には， これに十分注意し，その指示に従うこと。

差替


